
大阪広域水道企業団水道企業条例等の一部を改正する条例

のあらまし  

 

１  泉南市、阪南市、豊能町、忠岡町、田尻町及び岬町（以下「統合団

体」という。）との水道事業の統合に伴い、所要の改正を行います。  

 〔主な改正内容〕  

・用水供給事業の給水対象から、統合団体を除きます。  

・統合団体の区域に給水する６水道事業を新たに設置します。  

・地方公営企業法の規定に基づき作成し公表する業務状況書の取扱い

について経過措置を定めます。  

・大阪広域水道企業団職員の定数を 621人とします。  

・職員の懲戒の処分、育児休業又は育児短時間勤務の承認、給与の減

額等に関する経過措置を定めます。  

・統合団体の条例の規定によりなされた処分等に関する経過措置を定

めます。  

・聴聞に係る手続等に関する経過措置を定めます。  

・統合団体で締結された長期継続契約を企業団が承継することについ

て経過措置を定めます。  

 〔関係条例〕  

・大阪広域水道企業団水道企業条例  ほか８条例  

 

２  この条例は、平成 31年４月１日から施行します。  


